
＜特許庁委託事業＞ 

模倣対策マニュアル 

韓国編 

 

 

 

 

 

 

日本貿易振興機構(ジェトロ) 

 2019年3月  

 

 

 

 

 

 

 

 



第４章  模倣に対する刑事的救済 

368  

Ệ   ︣  
 

 特許権、商標権、著作権などの知的財産権の侵害行為に対し、関係法令には刑事処罰の規定が

設けられている。 そのような侵害行為が疑われるときは、被害者に限らず、誰もが、犯罪地や

被疑者の住所・居所地を管轄する警察や検察に告訴(被害者)または告発(被害者以外の者)を行う

ことができる。告訴や告発を受けた捜査機関は、調査・捜査を行い、必要な手続に従って押収、

捜索などを行うことができる。 

 捜査機関への取締りの依頼方法は、書面または口頭でもよい。刑事手続は犯罪者の特定と被害

状況を裏付ける証拠が正確であれば、行政手続や民事手続よりも簡便で迅速に行うことができ

る。特に日本企業が韓国内で刑事手続を取る場合は、事前にどれくらい正確に被害状況の情報を

収集し、それを捜査機関へ提供するのかが重要となる。 

 警察や検察の捜査が行われた場合、その過程で被害状況がさらに明らかになったり、証拠がさ

らに収集され、民事訴訟において有効に活用されたりするというような利点ももたらし得る。 

 しかしながら、警察や検察が取り扱う事件の件数が多いことから、重大な被害が発生していな

い場合には、取締りが速やかに行われないこともある。このため、例えば、警察が、模倣品に対

する一斉取締りを行う時期に、企業側で協力をする形とすることも効果的である。ジェトロソウ

ル事務所では、韓国特許庁と協力し模倣品被害の相談に応じており、韓国特許庁と警察との合同

取締りによって成果を上げたケースもある。 

 

1Ḱ  

 知的財産権の侵害犯罪に関する規律は、特許法(実用新案法は殆どが特許法と同様の規定を設

けている)、デザイン保護法、商標法、著作権法、不正競争防止法などの規定を除いては、刑法

総則の規定が適用される(刑法第8条)。 

 

2Ḱ  

2-1   

 特許法は、特許権侵害罪(第225条)、秘密漏洩罪(第226条)、偽証罪(第227条)、虚偽表示

罪(第228条)、詐偽行為罪(第229条)に対する刑事処罰の規定を設けており、当事者の虚偽の

陳述、書類などの不提出、欠席、宣誓・供述の拒否などに対しては過料の制裁(第 232条)を加

えている(デザイン保護法、商標法も同様。ただし、商標法には秘密漏洩罪に関する規定が存在

しない)。 
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 不正競争防止法は、第 2条第 1号で定めた不正競争行為のうち、ドメイン名の不当登録等行

為(チ目)、アイデア奪取行為(ヌ目8)、成果冒用行為(ル目9)を除く不正競争行為をした者と、許

可なくパリ協約当事国、世界貿易機関の加盟国または商標法条約の締約国などの国旗・国章を商

標として使用した者を処罰し、また、営業秘密侵害行為に対する罰則も設けている(第 18条)。 

 これ以外に、不公正貿易行為調査法では、海外から知的財産権侵害物品などを韓国に供給する

行為、国内販売、輸出または輸出を目的とする製造行為、原産地または品質を虚偽に表示した物

の輸出入行為などに関する貿易委員会の是正命令に違反した場合、刑罰を科している(第4条第

1項、第10条、第40条第1項第3号)。 

 著作権法では、権利侵害罪(第136条)、不正発行などの罪(第137条)、出所明示違反などの

罪(第138条)を刑事処罰規定として定めている。 

 

2-2   

 特許権、実用新案権、デザイン権、著作権に対する侵害罪は親告罪、すなわち告訴がなければ

公訴を申し立てることができない(特許法第225条第2項、実用新案法第45条第2項、デザイ

ン保護法第220条第2項、著作権法第140条)。しかし、商標権に対する侵害罪および不正競

争防止法違反罪は非親告罪となっている。特許権などの侵害は原則として権利者だけを害する

のに対し、商標権の侵害行為は商品の出所の誤認、混同を招くことによって、一般の需要者の利

益を害することから、また、不正競争行為および営業秘密流出行為は健全な取引秩序を害するこ

とから、保護法益に公益も含まれるためである。著作権法も営利を目的として、または常習的に

著作財産権またはデータベース制作者の権利を侵害した行為、著作権虚偽登録、技術的保護措置

の侵害、不正発行、無許可の著作権信託管理業および無申告代理仲介業およびオンラインサービ

ス提供者の業務妨害行為などについては、非親告罪としている(第140条本文ただし書)。 

 告訴に関する手続については、刑事訴訟法上の規定による。したがって、告訴は犯人を知った

                                      
8 事業提案、入札、公募など取引交渉または取引中に経済的価値を持つ他人の技術的または営業上のアイ

デアが含まれた情報をその提供の目的に違反して自己または第三者の営業上利益のために不正に使用した

り、他人に提供して使用させる行為。ただし、アイデアの提供を受けた者が提供を受けた当時、既にその

アイデアを知っていたか、またはそのアイデアが同種業界で広く知られている場合はその限りではない。

ヌ目は2018年4月17日改正され、2018年7月18日から施行された現行の不正競争防止法に新たに

不正競争行為として追加されている。 

9  その他他人の相当な投資や努力によって作られた成果などを公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法

で自らの営業のために無断で使用することで他人の経済的利益を侵害する行為。2013年7月30日の改正

法で、新しい不正競争行為としてヌ目に追加された後、現行法でル目になった。 
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日から6ヵ月以内にしなければならず(刑事訴訟法第 230条)、一審判決の言渡前まではこれを

取り消すことができ(刑事訴訟法第 232条)、共犯者のうちの一部の者に対する告訴またはその

取消は他の共犯者に対しても効力がある(刑事訴訟法第233条)。 

 

2-3   

 特許法は、法人の代表者や法人または個人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人また

は個人の業務に関して、特許侵害(第 225条第 1項)、虚偽表示または詐欺行為(第 228条また

は第229条)の罪を犯す場合、その行為者を罰するとともに当該法人または個人に対しても罰金

刑を科している(第230条)。 

 商標法でも侵害罪(第230条)、虚偽表示罪(第233条)、詐欺行為の罪(第234条)に両罰規定

があり、法人などに対しても各当該条文の罰金刑を科す(商標法第 235条)。著作権法でも、著

作権侵害に対して両罰規定を適用する(第141条)。 

 不正競争防止法の不正競争行為と外国の国旗等使用行為、不公正貿易行為調査法での知的財

産権侵害物品などの輸出入、国内販売、製造行為などに関する貿易委員会の是正命令違反に対し

ても両罰規定がある(不正競争防止法第19条、不公正貿易行為調査法第41条)。 

 ただし、使用者である法人または個人がその違反行為を防止するために当該業務に関して相

当な注意および監督を怠っていない場合には、両罰規定を適用しないとする制限規定がある(特

許法第230条本文ただし書など)。 

 

2-4  ḱ  

(1) ( )  

 特許権(商標権)または専用実施権(専用使用権)を侵害した者は、7年以下の懲役または1億ウ

ォン以下の罰金に処する(特許法第225条、商標法第230条)。 

 

(2)  

 宣誓した証人・鑑定人または通訳人が、特許審判院に対して虚偽の陳述・鑑定または通訳をし

たときには、5年以下の懲役または 1,000万ウォン以下の罰金に処する(特許法第 227条第 1

項、商標法第232条第1項)。 

 偽証の罪を犯した者が、その事件の特許取消申立てに対する決定、または審決の確定する前に

自首したときには(商標法の場合、その事件の商標登録可否の決定または審決の確定前に自首し

たときには)、その刑を軽減または免除することができる(特許法第227条第２項、商標法第23

2条第2項)。 
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(3)  

① 特許されたものでない物、特許出願中でない物、特許されたものでない方法や、特許出願中

でない方法によって生産された物またはその物の容器や包装に特許表示または特許出願表

示をし、またはこれと混同しやすい表示をする行為 

② 上記①の表示をしたものを譲渡・貸与または展示する行為 

③ 上記①の物を生産・使用・譲渡または貸与するために広告・看板または標札にその物が特許

や特許出願されたものまたは特許された方法や、特許出願中の方法により生産されたもの

と表示し、またはこれと混同しやすい表示をする行為 

④ 特許されたものではない方法や特許出願中でない方法を使用・譲渡または貸与するために広

告・看板またはその標札にその方法が特許または特許出願されたものと表示し、またはこれ

と混同しやすい表示をする行為 

 

 以上の行為をした者は、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処する(特許法第

228条、第224条)。 

 

⑤ 登録をしない商標または商標登録出願をしていない商標を登録商標または登録出願商標で

あるかのように商品に表示する行為 

⑥ 登録をしない商標または商標登録出願をしていない商標を登録商標または登録出願商標で

あるかのように営業用の広告・看板・標札・商品の包装その他営業用の取引書類などに表示

する行為 

⑦ 指定商品以外の商品に対して登録商標を使う場合、その商標に商標登録表示またはこれと

混同しやすい表示をする行為 

 

以上の行為をした者は、3年以下の懲役、または3,000万ウォン以下の罰金に処する(商標法

第233条、第224条)。 

 

(4)  

 詐偽その他不正な行為により、特許 、特許権の存続期間の延長登録、特許取消申立てに対す

る決定または審決を受けた者は、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処する(特

許法第229条)。また、商標登録、指定商品の追加登録、存続期間の更新登録、商品分類の転換

登録または審決を受けた者は 3年以下の懲役または 3,000万ウォン以下の罰金に処する(商標

法第234条)。 
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(5)  

 特許庁または特許審判院所属の職員またはその職員であった者が、特許出願中の発明(国際出

願中の発明を含む)に関して職務中知った秘密を漏洩し、または盗用したときには、5年以下の

懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処する(特許法第226条)。 

 第58条第2項による専門機関、第58条第3項による専担機関または特許文書電子化機関の

役員・職員またはその役員・職員であった者も、本罪において特許庁の所属職員またはその職員

であった者とみなす(特許法第226条の2)。 

 

2-5   

(1) ︣  

 商品主体の混同行為、営業主体の混同行為、著名標識希釈化行為、原産地虚偽表示行為、出所

地誤認惹起行為、質量誤認惹起行為、代理人の不当な商標使用行為(不正競争防止法第2条第1

号; ただし、ドメインネームの不当登録行為およびアイデア奪取行為、成果冒用行為については

刑事処罰の規定なし)またはパリ協約当事国などの国旗など使用行為(不正競争防止法第3条)を

した者は、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処する(不正競争防止法第18条

第3項)。 

 

(2) ︣  

  営業秘密を外国において使用し、または外国において使用されることを知りながら、以下に

掲げる行為のいずれか一にあたる行為をした者は、15年以下の懲役または 15億ウォン以下の

罰金に処する。ただし、罰金刑に処する場合、違反行為による財産上の利得額の10倍に相当す

る金額が15億ウォンを超過するときは、その財産上の利得額の2倍以上10倍以下の罰金に処

する。(改正不正競争防止法第18条第1項)。 

 

① 不正な利益を得たり営業秘密保有者に損害を被らせる目的で、営業秘密を取得・使用し、も

しくは第三者に漏洩する行為、営業秘密を指定された場所外に無断で流出する行為、または

営業秘密保有者から営業秘密を削除したり返還することを求められたにもかかわらず、そ

れを引き続き保有する行為 

② 窃取・欺罔・脅迫その他の不正な手段で営業秘密を取得する行為 

③ 上記①または②に掲げる行為が介入された事実を知りながらその営業秘密を取得し、また

は使用する行為 

 

 上記①から③のいずれか一にあたる行為をした者は、10年以下の懲役または5億ウォン以下
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の罰金に処する。ただし、罰金刑に処する場合、違反行為による財産上の利得額の10倍に相当

する金額が 5億ウォンを超過したときは、その財産上の利得額の 2倍以上 10倍以下の罰金に

処する。（改正不正競争防止法第18条第2項)。 

また、不正競争防止法第18条第1項の罪を犯す目的で予備または陰謀した者は、3年以下の

懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処し、第2項の罪を犯す目的で予備または陰謀した者

は、2年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処する(改正不正競争防止法第18条の

3第1項、第2項)。 

 

上記のような営業秘密侵害行為に対する罰則は、2019年 1月 8日公布の改正不正競争防止

法により上方修正された（従来は、外国への流出の場合は10年以下の懲役または1億ウォン以

下の罰金(予備・陰謀は 3年以下の懲役または 2,000万ウォン以下の罰金)、その他の場合は 5

年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金(予備・陰謀は 2年以下の懲役または 1,000万

ウォン以下の罰金))。改正法律は、公布後6ヵ月から施行される(おおよそ2019年6月頃にな

ると見込まれる)。 

一方、産業技術保護法では、窃取、欺罔、脅迫その他の不正な方法により対象機関の産業技術

を取得する行為、またはその取得した産業技術を使用し、もしくは公開(秘密を維持しながら特

定人に知らせることを含む。)する行為など同法第14条各号(第4号および第6号を除く)に記

載された行為をした者に対し、15年以下の懲役または 15億ウォン以下の罰金に処すことがで

き、犯罪行為により得た財産を没収することができるようになっている(産業技術保護法第 36

条)。さらに、未遂犯だけでなく予備・陰謀行為者も処罰し、懲役刑と罰金刑を併科できるよう

にする規定を付加するとともに、両罰規定をおいて、産業技術流出行為関与者に対し厳格な刑罰

を科すことができるようにしている(産業技術保護法第36～38条)。 

 

2-6   

 不公正貿易行為調査法では、 

① 大韓民国の法令または大韓民国が当事者である条約によって保護される特許権・実用新案

権・デザイン権・商標権・著作権・著作隣接権およびプログラム著作権および半導体集積回

路の配置設計権・地理的表示および営業秘密を侵害する物品など(知的財産権侵害物品など)

を国内に供給・輸入したり国内で販売する行為、輸出する目的で国内で製造する行為 

② 原産地を偽って表示し、または原産地を誤認させる表示をした物品もしくは原産地表示を損

傷させ、または変更を加えた物品または原産地表示をしていない物品などの原産地表示対

象物品を輸出・輸入する行為 

③ 品質などを偽って表示し、または誇張して表示した物などを輸出・輸入する行為 
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④ その他輸出入契約の履行において契約内容と著しく異なる物などを輸出入または紛争の発

生などによって大韓民国の対外信用を毀損して当該地域への輸出・輸入に支障をきたす行

為を禁止している(第4条)。 

 

 このような行為事実があると認められる場合には誰でも貿易委員会に書面で調査を申請する

ことができ、同調査の結果、①～④の行為をする者があるときには貿易委員会が、是正措置と課

徴金の賦課を命じることができる(不公正貿易行為調査法第10条、第11条)。 

 貿易委員会の是正命令に違反した者は、3年以下の懲役または 3,000万ウォン以下の罰金に

処する(不公正貿易行為調査法第40条第1項第3号)。法人の代表者もしくは法人または個人の

代理人・使用人その他従業員が、その法人または個人の業務に関して、貿易委員会の是正命令に

違反したときには、その法人または個人に対しても 3,000万ウォン以下の罰金に処する。ただ

し、法人や個人が、その違反行為を防止するために当該業務に関して相当な注意と監督を怠らな

かったときは、その限りでない(不公正貿易行為調査法第41条)。 

 

2-7   

(1)  

 著作財産権やその他同法律によって保護される財産的権利を複製、公演、公衆送信、展示、配

布、貸渡、2次的著作物作成の方法により侵害した者は 5年以下の懲役または5,000万ウォン

以下の罰金に処されるかこれが併科され得る(著作権法第136条)。 

 ただし、次の罪を犯した者に対しては、3年以下の懲役または 3,000万ウォン以下の罰金に

処される。 

① 著作人格権または実演者の人格権を侵害して著作者または実演者の名誉を毀損した者 

② 著作権登録において虚偽の登録をした者 

③ データベース製作者の権利を複製・配布・放送または伝送の方法により侵害した者 

④ 業としてまたは営利の目的で技術的保護措置を侵害した者 

⑤ 業としてまたは営利の目的で権利管理情報を除去・変更した行為をした者(過失犯は除く) 

  

(2)  

 不正発行などの行為をした者は、1年以下の懲役または 1,000万ウォン以下の罰金に処され

る。不正発行などの罪は、次のとおりである。ただし、次の⑤にあたる者は、未遂犯も処罰する

(著作権法第137条)。 

① 著作者ではない者を著作者として実名・異名を表示して著作物を公表した者 

② 実演者ではない者を実演者として実名・異名を表示し、実演を公演し、公衆送信し、または
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複製物を配布した者 

③ 著作者の死亡後の著作人格権を侵害した者 

④ 暗号化された放送信号が放送事業者の許諾なく復号化されたことを知りながら、その信号を

受信して聴取・視聴し、または他人に公衆送信した者 

⑤ 著作権として保護される映像著作物を上映中の映画上映館などで著作財産権者の許諾なく

録画器機を利用して録画・公衆送信した者 

⑥ 許可を受けずに著作権信託管理業を行った者 

⑦ 著作者の名誉を損ねる方法で著作物を利用する行為をした者 

⑧ 自己に正当な権利がないことを知りながら、故意に複製・送信の中断または再開要求をして

オンラインサービス提供者の業務を妨害した者 

⑨ 著作権登録業務を遂行する者またはその職にあった者として職務上知った秘密を他人に漏

洩した者 

 

(3)  

 出所明示違反などの行為をした者は、500万ウォン以下の罰金に処される。出所明示違反な

どの行為は、次のとおりである(著作権法第138条)。 

① 嘱託者の同意なしに委託による肖像画またはこれと類似する写真著作物を利用した者 

② 著作物を利用する場合に出所を明示しない者 

③ 複製物に著作財産権者の表示をしない者 

④ 排他的発行権の目的となる著作物を発行等の方法で改めて利用しようとする場合(特約がな

いときに)、これをあらかじめ著作者に知らせない者 

⑤ 文化体育観光部長官に対して申告せずに著作権代理仲介業をしたり、営業の閉鎖命令を受け

ても続けてその営業をした著作権委託管理業者 

 

3Ḱ ︣  

3-1   

(1)  

 

①  

特許権の侵害とは、権原なく他人の特許発明を業として実施することをいう。正当な権限があり

(例えば、実施権の存在)、または特許権の効力が制限される場合(例えば、試験・研究などのた

めの実施)には特許侵害を構成せず、業としての実施ではない場合(例えば、家庭での使用)およ
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び実施行為の概念に含まれない場合(例えば、特許品の輸出、単純な所持など)も特許侵害を構成

しない。 

 また、間接侵害行為(特許法第 127条)をした場合にも、特許法違反罪を構成しない。大法院

は、旧特許法(1990年1月13日法律第4207号に改正される前のもの)上の間接侵害行為に対

する事案で、間接侵害行為条項は現に特許権または専用実施権の侵害とみられない予備段階の

行為を侵害行為とみなす規定だが、拡張解釈を禁ずる罪刑法定主義の原則と旧特許法が直接侵

害の未遂犯を処罰しない一方で、直接侵害の予備段階行為に過ぎない間接侵害行為を直接侵害

の既遂犯と同じ罰則で処罰するときにもたらされる刑罰の不均衡などに照らし、間接侵害行為

条項は、 特許権の侵害行為を処罰する刑罰法規の構成要件として規定した趣旨でないと判示し

ている(大法院1993年2月23日言渡92ド3350判決参照)。このような大法院の判示内容は、

関連条項の実質的な変更が加えられていない現行特許法でも同様であるといえる。 

 

②  

 特許侵害罪は、故意による場合にだけ成立する。当該特許が特許公報に公示され、または特許

権者や実施権者が物品に特許表示をしたとしても、侵害者の故意が当然に認められるのではな

い。特許権者などは侵害者にあらかじめ内容証明郵便などで特許権の存在と侵害事実を通告し

た後、告訴を提起するのが通常である。 

 侵害者が特許の存在を知らない場合には、故意はないと言えるが、特許権者から侵害中止警告

書を受けた後の以後の行為に対しては、特別な事情がない限り、故意があると言うべきである。 

 当該特許権が無効であると確信し、または自己の実施形態が侵害ではないとの専門家の意見

によって罪にならないと信じたとしても、それは法律の錯誤または法律の不知に該当するので、

故意がないということにはならない。 

 

③  

 特許法は、特許権侵害の罪に該当する侵害行為を構成した物またはその侵害行為から生じた

物はこれを没収し、または被害者の請求によりその物を被害者に交付することを言い渡さなけ

ればならないと定める(特許法第231条第1項)。 

 被害者が上記の規定による物の交付を受けた場合には、その物の価額を超する損害額に限っ

て賠償の請求をすることができる(特許法第231条第2項)。 

 

(2)  

刑法には、偽証罪等に関する規定があるものの(第152条～第154条)、特許法に特別の規定

を設け、具体的には、特許法に基づいて宣誓した証人、鑑定人または通訳人が特許審判院に対し
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て偽りで陳述・鑑定または通訳をした場合は、5年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰

金に処する旨規定されている(第227条第1項) 。虚偽の陳述とは、証人などが自己の記憶・知

識・経験などに反する陳述をすることであり、その内容が客観的真実に符合するか否かは問題と

ならない。また、このような虚偽の陳述が審査・審判手続にいかなる影響を及ぼしたのかは問わ

ない。 

 

(3)  

 虚偽表示は、特許品または特許方法でないものに特許表示をし、またはこれと混同しやすい表

示をして特許に対する公衆の信頼を悪用して公衆を誤認させる行為をいう。具体的に、①特許さ

れたものでない物、特許出願中でない物、特許されたものでない方法や特許出願中でない方法に

よって生産した物またはその物の容器や包装に特許表示または特許出願表示をしたり、これと

混同しやすい表示をする行為、②上記のように虚偽表示をしたものを譲渡・貸渡しまたは展示す

る行為、③偽りで表示した物を生産・使用・譲渡または貸渡しをするために広告・看板または標

札にその物が特許や特許出願されたものまたは特許された方法や特許出願中の方法で生産した

ものと表示したり、これと混同しやすい表示をする行為、④特許されたものでない方法や特許出

願中でない方法を使用・譲渡または貸渡しをするために広告・看板または標札にその方法が特許

または特許出願されたものと表示し、あるいはこれと混同しやすい表示をする行為をいう(特許

法第 228条、第 224条)。実用新案権・デザイン権の特許表示、特許権消滅後の特許表示も本

罪を構成する。特許侵害品への特許表示をする場合、権利者の許諾なく特許技術を利用している

侵害品について、消費者に正当な特許製品であるかのように誤認させて、取引上有利な地位を享

受することになり、虚偽表示罪を構成するとみられる。 

 

(4)  

詐偽行為とは、審査・異議申立てまたは審判の過程で虚偽の資料や偽造された資料を提出し、

審査官または審判官に錯誤に陥らせて特許の要件を欠いた発明に対して、特許権を受け、または

自己に有利な審決を受ける行為をいう。詐欺に限らず不正な行為を全て含む。 他人名義の試験

成績書をあたかも自己のものであるかのように特許庁に提出するなどで、他人の発明をあたか

も自己の発明であるかのように模倣して特許を受けた場合もこれにあたる(大法院 1983年 12

月27日言渡82ド3238判決参照)。 

 

3-2   

(1)  

①  
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 権原なく他人の登録商標またはそれに類似する商標をその指定商品またはそれに類似する商

品に使用することである。商標の使用とは、①商品または商品の包装に商標を表示する行為、②

そのように表示したものを譲渡もしくは引き渡し、譲渡または引渡しの目的で展示、輸出または

輸入する行為、③商品に関する広告・定価票・取引書類その他の手段に商標を表示して展示し、

または広く知らせる行為を意味する(商標法第2条第1項)。 

登録商標である以上、登録取消しの事由があったとしても審判により取消しが確定するまで

は、商標権者は登録商標を独占的に使用する権利を有しているため、権原なき第三者がその登録

商標と同一類似の商標を指定商品役務について使用する行為は商標権侵害罪に該当する。商標

が表示された商品が韓国の商標権の効力が及ばない日本へ輸出する目的のみでだけ製造された

ものであるとしても、侵害に当たる。ただし、侵害行為があった後、その商標登録無効審決が確

定した場合には、商標権ははじめから存在しなかったことになるため、この場合には商標権侵害

罪が成立しない。 

 他人の登録商標を完全に隠蔽した場合は商標権侵害とならないが、他人の登録商標が付いた

包装容器に本物のではない内容物を入れて流通する行為、他人の登録商標を隠蔽はしたが、容易

にはがれるもので隠蔽することによって流通過程で一般需要者に露出させる行為は、出所表示

の誤認・混同を招き、商標権者の信用を害するおそれがあることから、商標権侵害罪を構成する。 

 

②  

 故意の成立には、行為者が他人の登録商標であることを認識しながら、これをその指定商品と

同一または類似の商品に使用する意思があれば足り、商品の信用価値を害し、出所の混同・誤認

を発生させようという意思、相手方を欺罔して不正な利得を得ること、権利侵害の意思などは必

要としない。商標の類似という意味について正確な理解がなくとも、商標権の存在を知っている

限り、故意の成立が認められる。権利者からの警告や使用停止の通告の有無は故意の立証に極め

て重要であるが、周知著名商標についてはこのような通告がなくても故意が推定され得る。 

 

③  

 商標権または専用使用権の侵害行為に提供され、またはその侵害行為によって生じた商品・包

装または商標とこれらの製作に主に使うために提供された製作用具・材料は、これを没収する

(商標法第236条第1項)。ただし、商品がその機能および外観を害することなく、商標または

包装と容易に分離できる場合には、その商品はこれを没収しないことがある(商標法第236条第

2項)。 
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4Ḱ צּ  

4-1   

① 刑事手続において捜査機関に捜査に必要な情報を提供し、また、後に民事・刑事手続で侵害

者の侵害行為を立証するために侵害者に対する情報を収集する。 

② 具体的な方法としては、侵害者から模倣品を購入した際の領収書、侵害者の販売店の位置を

特定できる住所および略図、侵害品を販売している店舗の写真および侵害品の販売現場の

写真、侵害品を販売している者の名刺の入手などが考えられる。 

 

פּ  4-2 פּ פּ  

① 韓国内で保護される知的財産権を有し、他人がそのような知的財産権をそのまま模倣してい

る場合など侵害が明白な場合には、手続の迅速さや費用の面から刑事手続を取ることが一

般的である。 

② 刑事手続の中でも、1) 捜査機関への情報提供を通じて取締りを依頼する方法(認知事件とい

う)と、2)正式告訴状を提出する方法の 2つのうちどちらがいいかを考慮する必要がある。 

③ 侵害かどうかの判断が明白でない場合には、刑事手続で権利者に不利な処分が下されるとそ

の後の民事訴訟に不利な影響を及ぼすため、まずは民事手続で侵害かどうかを確定するこ

とが多い。 

 

4-3  ḭ  

① 告訴とは、犯罪の被害者など告訴権がある者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の

処罰を求める意思表示をいうが、(刑事訴訟法第 223条)、告訴またはその取消しは代理人

にさせることができる(刑事訴訟法第236条)。 

② 公訴の提起に告訴のあることを必須とする親告罪の場合、犯罪事実を知った日から 6ヵ月

が経過すれば、告訴することができない(刑事訴訟法230条第1項)。したがって、親告罪

である特許権、実用新案権、デザイン権侵害の罪および著作権に対する侵害の罪(営利の目

的で、または常習的に著作財産権あるいはデータベース制作者の権利を侵害した場合、著作

権虚偽登録、技術的保護措置の侵害、不正発行、無許可著作権信託管理業および無申告代理

仲介業およびオンラインサービス提供者の業務妨害などの行為は除く)は、犯人を知った日

から6ヵ月以内にしなければならない(特許法第225条2項、実用新案法第45条第2項、

デザイン保護法第220条第2項、著作権法第140条、刑事訴訟法第230条第1項)。なお

商標権の侵害罪は親告罪ではない。 

③ 告発とは、告訴権者と犯人以外の者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、訴追を求めるこ
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とをいう。誰でも犯罪があると考えられるときには告発することができる(刑事訴訟法第

234条)。告訴と比較し、代理人による告発は認められず、告発期間には制限がなく、告発

を取り消した後も再度告発ができる。 

④ 告訴または告発は、書面または口頭で、犯罪地、被告人の住所、居所または現在地を管轄す

る検事または司法警察官にしなければならない(刑事訴訟法第4条、第237条)。 

 

4-4   

① 司法警察官が告訴または告発を受けたときには、迅速に調査して関係書類と証拠物を検事に

送付しなければならない(刑事訴訟法第238条)。 

② 犯罪の嫌疑を判断するために捜査機関は、法院から令状の発給を受けて、検事の指揮によっ

て捜索、押収を行う(刑事訴訟法第113条、第114条)。 

③ 2019年3月19日から施行される司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関す

る法律(以下「司法警察職務法」)の改正法によれば、特許庁で勤め、特許権・専用実施権の

侵害、営業秘密の取得・使用・漏洩およびデザイン権・専用実施権の侵害に関する取締り事

務に携わる4級から9級までの国家公務員もその所属官署長の提案によって勤務地を管轄

する地方検察庁検事長から指名された場合、司法警察管理(7級以上は司法警察官、7級以

下は司法警察吏)の職務を遂行するよう規定している(改正司法警察職務法第 5条第 38号

の2)。 

これは、従来、特許庁や地方自治体に勤めながら不正競争行為、商標権および専用使用権侵

害に関する取締事務に携わる4級から9級までの国家公務員に司法警察管理としての職務

遂行ができる権限を与えていた(改正前の司法警察職務法第 5条第 38号)ことから一歩進

んで、技術とデザインなど特殊分野の専門性に比較優位を備えていると認められる特許庁

所属の国家公務員が特許、営業秘密、デザイン権侵害行為に対して取締事務をする場合も、

司法警察管理としての職務遂行権限を与えるものである。 

④ 上記③の司法警察管理の職務を行う者の職務範囲と捜査管轄は、特許法上、特許権または専

用実施権侵害に関する犯罪、不正競争防止法上の商品形態模倣など不正競争行為に関する

犯罪、営業秘密の取得・使用・漏洩に関する犯罪およびデザイン法上のデザイン権または専

用実施権の侵害に係る犯罪に限られる(改正司法警察職務法第6条第35号の2新設)。 

 

 その他捜査については、特別司法警察隊(303ページ)、サイバー捜査隊(305ページ）も参照

されたい。 
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4-5   

① 検察は、告訴、告発、自首または司法警察官などからの事件の送致などの事由により事件を

受理、捜査し、収集された結果により、公訴の提起(公判または略式)、不起訴(嫌疑なし、

告訴権なし、起訴猶予、犯罪とならない)などの事件処理決定を行う。 

② 略式手続は、検事の請求により公訴の提起と同時に書面でなされ(刑事訴訟法第 449条)、

地方法院では、公判手続なくして略式命令で被告人を罰金、科料または没収に処することが

できる(刑事訴訟法第448条)。 

 

5Ḱ  

5-1   

 刑事訴訟は、検事が刑罰を科すべきことを請求し、被告人が防御をし、法院が公権的な判断を

行うという構造の訴訟であり、日本と同様である。裁判の審理過程において、先決問題である当

該特許の無効有無が争われる場合、法院は職権または当事者の申入れによって当該特許の審決

が確定するまで、その訴訟手続を中止することができる(特許法第78条、第164条)。 

 

ṇ Ḳ ṇ ṇ  
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6Ḱ ḭ ḭ ︣  

6-1   

① 裁判を受けた者(被告人、検事)や被告人の法定代理人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹、戸主

または原審の代理人や弁護人が上訴することができる。 

② 上訴期間は控訴と上告は7日、即時抗告は3日である。 

③ 上訴の提起により、裁判の確定と執行が停止する。しかし、抗告は即時抗告を除いて停止の

効力がなく、仮納裁判の執行は上訴によって停止しない(刑事訴訟法第334条)。 

 

6-2   

 著作権、特許権、実用新案権、デザイン権または商標権を侵害した罪で有罪の言渡しを受けた
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事件に対して、その権利に対する無効の審決または無効の判決が確定したときにのみ、その言渡

しを受けた者の利益のために再審を請求することができる(刑事訴訟法第420条第6)。 

 

6-3  ︣ ( 10 ) 

① 検察が不起訴処分をする場合、高等検察庁に抗告を提起することができ、(抗告事件の審理

は通常2ヵ月程度を要する)、抗告棄却される場合、「告訴人」(被害者)は高等法院に裁定申

請を提起することができる10。高等法院では裁定申請を受け付けたときから 3ヵ月間、裁

定申請の事件を審理するが、裁定申請が認容される場合には検察は直ちに起訴するよう規

定されている。なお、裁定の結果については不服ができない。 

② 抗告または再抗告以外に憲法訴願を提起することができる(憲法法院法第68条)。 

 

7Ḱ  

 ソウル中央地検刑事 6部には、増加する特許権侵害事犯に対する捜査力を強化するために特

許捜査諮問官を置いている。特許捜査諮問官は、検察の特許事件処理をサポートするために特許

庁から派遣された契約職公務員で、特許庁で10年以上審査官や審判官として勤務した経歴を持

つ知財権専門家である。特許捜査諮問官の主たる任務は、専門技術分野に対する高度な知識が要

求される特許明細書を分析し、特許技術と侵害疑惑を受けた技術を比較し、侵害如何を区別した

うえ、担当検事に通知することである。事実上、特許事件の一審級である特許の無効審判や権利

範囲確認審判を扱う特許審判院の審判官レベルの専門性を確保しており、全国の特許犯罪の捜

査に対する諮問業務を遂行している。ソウル中央地検では、全国に散らばる各地方検察から捜査

嘱託書と争点を整理した記録の写しを受け取ると、特許捜査諮問官の諮問結果を共助事件回答

書に記載して回答する形で、全国各地の特許刑事事件に対応している。 

 

  

                                      
10
刑事訴訟法によれば、裁定申請権は原則的に告訴人にのみ認められており、被害者ではない告発人は裁

定申請権がなく大検察庁に再抗告のみ提起することができる。 
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ṡ ףּ Ṣ 

 

1.ṡ Ṣ  

検察は、知的財産権の侵害に関して、迅速な権利救済および紛争解決に対する国民のニーズ

に応じ、捜査力量の専門化·集中化を図るために、2015年11月16日、大田地方検察庁を「特

許犯罪重点検察庁」に指定しました。これを受け、2015年12月から商標・デザイン、電子・

通算、化学、機械分野の専門家4名(4級公務員)が特許庁から大田地方検察庁に派遣され、特

許捜査諮問官として勤務しており、大田地方検察庁は2017年3月、特許庁と専門人材の支援、

審査・審判資料の共有など捜査力強化を図るためのMOUを締結しました。 

その後、大田地方検察庁は、全国の検察庁から技術流出、特許法違反など特許犯罪事件を移

送または諮問の依頼を受けて取り扱っており、特許犯罪重点検察庁に指定された後、特許犯罪

事件が3倍以上増えるなど、全国特許犯罪捜査の重要な役割を果たすようになりました。 

そこで、捜査遅延により知的財産権が経済的価値を失ってしまい事実上権利を救済しても

らえない状況を防ぎ、日々進化していく先端技術関連特許・技術流出犯罪に迅速かつ効率的に

対応するため、特許・技術犯罪に特化した専門捜査システムを整備した「特許犯罪調査部」を

新設する必要性が台頭し、2018年2月、全国初で大田地方検察庁に「特許犯罪調査部」が発足

しました。 

 

2.ṡ Ṣ  

大田地方検察庁は、知的財産権専門の部長検事、弁理士資格者、理工系専攻者など経歴検事

4名、特許庁から派遣された特許捜査諮問官4名(電気、機械、化学、商標・デザインの各分野

別の4級書記官)、専門教育を修了した捜査官5名など、専門人材計14名を「特許犯罪調査部」

に配置しました。 

 

3.  

特許犯罪調査部の処理対象である特許犯罪事件は、知的財産権侵害犯罪のうち偽物販売犯

など、単なる商標法違反、著作権違反事件を除いた、高度の技術的専門知識を要する特許法違

反、実用新案法違反、デザイン保護法違反、不正競争防止法違反、商標法違反(類似商品の使

用)事件を意味します。 

 

4.ṡ Ṣ  
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4-1.  

2017年10月19日、「特許技術弁論手続の運営に関する指針」の制定・施行により、技術流

出、特許法違反など高度の技術的争点が含まれた事件の場合、事件関係者および弁護人が自ら

争点技術を試演・説明し、検事が技術的争点などを訊問して特許捜査諮問官が諮問することが

できる「特許技術弁論手続」が導入されました。これは、技術的争点の整理、当事者らの技術

説明および弁論に限らず、専門家の諮問、検証、被疑者尋問、対質調査などすべての捜査過程

を一つの期日で行うワンストップ捜査手続であり、事件関係人の時間的、経済的負担を減軽す

るほか、捜査遅延を防止して企業の特許権を保護するための制度です。 

 

4-2.  

大田地方検察庁の「特許犯罪調査部」は、このような「特許技術弁論手続」を積極的に活用

し、高度の専門的・技術的判断を要する特許・技術犯罪捜査の専門性、迅速性、透明性を強化

しています。特に、①大田地方検察庁で勤務している4名の特許捜査諮問官の中から1名以上

を担当特許捜査諮問官に指定し、必要に応じて特許庁審査官などを刑事訴訟法上の専門捜査

諮問委員に追加で指定し、技術専門家を弁論手続に参加させており、②大田地方検察庁に事件

関係者の自由なプレゼンテーションと技術試演、弁論が同時に可能な「特許技術弁論室」を設

置しました。③特許技術弁論は、担当検事の進行発言、事件関係人の技術説明および弁論、担

当検事の質問、事件関係人の答弁の順で行われ、検事の尋問に先立って当事者らに十分な陳述

機会が与えられるようにしており、④ひいては当事者らの技術説明のためにプロジェクター

とノートパソコンなどの資機材と機械動作などのための別の技術試演スペースを提供し、特

許捜査諮問官、専門捜査諮問委員および弁護人を直接弁論手続に参加させています。特許技術

弁論手続の流れは、概ね次のとおりです。 

 

<特許技術弁論手続の流れ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事者の申

請又は検事

の職権 

専門検事、諮問官などの指

定、十分な準備のために当事

者(弁護人)と協議して弁論期

日を指定 

当事者の技術説明及び弁論

Ƃ検事の尋問、専門家の諮

問→事件関係人の答弁及び

対質調査 

対象事件の選定 弁論期日の指定 弁論手続の進行 
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5.  

大田地検は2018年2月、近隣の大学、研究機関、関連直域団体などから機械、通信、電気・

電子、バイオなど各分野別の専門家合計29名(大学教授16名 、研究員6名 、弁理士3名 、特

許庁審査官2名 、技術士1名 、デザイナー1名)を特許捜査諮問委員に委嘱しました。 

このような特許捜査諮問委員は、特許・技術犯罪などの知的財産権の侵害事件において、特

許などの権利範囲での属否の検討、実験データの検証などに対する説明をしたり、「特許技術

弁論手続」などの捜査手続に自ら参加して意見を述べる役割を果たしています。 

 

8Ḱ  

ソウル中央地方検察庁  電話 (82)2-530-3114 

ソウル東部地方検察庁  電話 (82)2-2204-4000 

ソウル南部地方検察庁  電話 (82)2-3219-4200 

ソウル北部地方検察庁  電話 (82)2-3399-4200 

ソウル西部地方検察庁  電話 (82)2-3270-4000 

仁川地方検察庁   電話 (82)32-860-4000 

大田地方検察庁   電話 (82)42-470-4547 

-  特許犯罪調査部   電話 (82)42-470-4308 

釜山地方検察庁   電話 (82)51-606-4576 

-  東部支庁  電話 (82)51-780-4576 


